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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検診時に患者が横臥可能な寝台と、前記寝台の支持体と、を備えて構成される検診台で
あって、
　前記寝台に、検診者の身体を支えるためのポケット部を、前記寝台から分離させて設け
、
　前記ポケット部を、前記支持体に設けた昇降機構を介して、所要の昇降位置に位置決め
調整自在に支持させ、
　前記ポケット部を、前記支持体に設けた昇降機構を介して、所要の昇降位置に無段階で
位置決め調整自在に支持させ、
　前記昇降機構は、前記ポケット部側と前記支持体とに連結部で回転自在に結合され該ポ
ケット部側及び支持体と共に平行リンクを形成する第1、第２アームと、前記支持体側で
前記第1、第２アームの双方側に一端側が各別に固定結合された一対のアーム又は一方に
一端側が固定結合されたアームと、このアームの他端側を駆動するアクチュエータとを備
え、
　前記ポケット部側と前記支持体との前記第1、第２アームに対する各一対の連結部の各
並びは、前記寝台及びポケット部が水平である場合に共に水平に並ぶ配置又は共に垂直に
並ぶ配置の何れかである、
　ことを特徴とする検診台。
【請求項２】
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　請求項１記載の検診台であって、
　前記寝台は、平坦なフラット部と、当該フラット部における自由端側に起伏自在に軸支
されるリクライニング部と、を含んで構成され、
　前記ポケット部を、前記リクライニング部側に設けた、
　ことを特徴とする検診台。
【請求項３】
　請求項２記載の検診台であって、
　前記ポケット部を、検診時に横臥している患者の検診箇所を臨む前記リクライニング部
側の位置に設けた、
　ことを特徴とする検診台。
【請求項４】
　請求項２記載の検診台であって、
　前記ポケット部を、検診時に横臥している患者の胸部を臨む前記リクライニング部側の
位置に設けた、
　ことを特徴とする検診台。
【請求項５】
　請求項１記載の検診台であって、
　前記寝台は、フラット部と、当該フラット部における自由端側に起伏自在に軸支される
リクライニング部と、を含んで構成され、
　前記リクライニング部側に、前記ポケット部を設けるとともに、患者の背中を支えるた
めの背凭れ部を、前記寝台から分離させて起伏自在に設け、
　前記背凭れ部を、前記支持体に設けた支持機構を介して、所要の起伏位置に位置決め調
整自在に支持させた、
　ことを特徴とする検診台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、超音波診断装置の探触子等の検診用器具を把持しながら、検診者が
患者の検診を行う際に用いられる検診台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、超音波診断装置の探触子（以下、「超音波プローブ」という。）等の検診用器
具を把持しながら、検診者が患者の検診を行うに際しては、検診用に設計された検診台を
用いるのが通常である。
【０００３】
　従来の検診台の一例として、例えば特許文献１には、落込部を下方に回動して検診台面
から待避させ、患者の胸部や腹部の脇、あるいは背中等の身体部分を露出できるようにし
て、患者の体位転換に伴う負担の軽減を図ると共に、検診の効率化を図る超音波診断用の
検診台が開示されている。
【０００４】
　しかしながら超音波診断に際して検診者は、超音波プローブを片手で把持しながら、長
時間に亘って患者の身体における所要箇所を探触してゆく関係上、検診者の腕に大きな負
担がかかり、検診の効率や精度の低下を招来し、ひいては腱鞘炎を患うなどといった問題
が指摘されている。なお、こうした問題は上述した超音波診断の例に限るものではない。
従って、検診者が検診用器具を比較的長時間に亘って把持しつつ患者の検診を行うに際し
、検診者の負担軽減を図るために、何らかの方策を講じることが社会的に強く要請されて
いた。
【特許文献１】特許第３１４０７１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　解決しようとする問題点は、例えば超音波診断等、検診者が検診用器具を比較的長時間
に亘って把持しつつ行う検診では、検診者の腕に大きな負担がかかり、検診の効率や精度
の低下を招来するおそれがあった点である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る検診台は、検診者が検診用器具を比較的長時間に亘って把持しつつ行う検
診に際して、検診者の負担を大幅に軽減することを目的として、検診時に患者が横臥可能
な寝台と、前記寝台の支持体と、を備えて構成される検診台であって、前記寝台に、検診
者の身体を支えるためのポケット部を、前記寝台から分離させて設け、前記ポケット部を
、前記支持体に設けた昇降機構を介して、所要の昇降位置に位置決め調整自在に支持させ
、前記ポケット部を、前記支持体に設けた昇降機構を介して、所要の昇降位置に無段階で
位置決め調整自在に支持させ、前記昇降機構は、前記ポケット部側と前記支持体とに連結
部で回転自在に結合され該ポケット部側及び支持体と共に平行リンクを形成する第1、第
２アームと、前記支持体側で前記第1、第２アームの双方側に一端側が各別に固定結合さ
れた一対のアーム又は一方に一端側が固定結合されたアームと、このアームの他端側を駆
動するアクチュエータとを備え、前記ポケット部側と前記支持体との前記第1、第２アー
ムに対する各一対の連結部の各並びは、前記寝台及びポケット部が水平である場合に共に
水平に並ぶ配置又は共に垂直に並ぶ配置の何れかであることを最も主要な特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る検診台では、検診時に患者が横臥可能な寝台に、検診者の身体を支えるた
めのポケット部を、前記寝台から分離させて設け、前記ポケット部を、前記支持体に設け
た昇降機構を介して、所要の昇降位置に位置決め調整自在に支持させ、前記ポケット部を
、前記支持体に設けた昇降機構を介して、所要の昇降位置に無段階で位置決め調整自在に
支持させ、前記昇降機構は、前記ポケット部側と前記支持体とに連結部で回転自在に結合
され該ポケット部側及び支持体と共に平行リンクを形成する第1、第２アームと、前記支
持体側で前記第1、第２アームの双方側に一端側が各別に固定結合された一対のアーム又
は一方に一端側が固定結合されたアームと、このアームの他端側を駆動するアクチュエー
タとを備え、前記ポケット部側と前記支持体との前記第1、第２アームに対する各一対の
連結部の各並びは、前記寝台及びポケット部が水平である場合に共に水平に並ぶ配置又は
共に垂直に並ぶ配置の何れかであるので、例えば、検診者が検診用器具を比較的長時間に
亘って把持しつつ行う検診に際して、検診者は、ポケット部の昇降位置を適切に調整して
、検診用器具を把持している自身の腕を、位置調整済みのポケット部に支持させることに
よって、検診用器具の持ち重りから開放された状態で検診を遂行することができる。従っ
て、検診者の肉体的な負担を大幅に軽減することが可能となる結果として、検診の効率や
精度の向上を図ることができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　検診者が検診用器具を比較的長時間に亘って把持しつつ行う検診に際して、検診者の負
担を大幅に軽減するという目的を、検診時に患者が横臥可能な寝台に、検診者の身体を支
えるためのポケット部を、前記寝台から分離させて設け、前記ポケット部を、前記寝台の
支持体に設けた昇降機構を介して、所要の昇降位置に位置決め調整自在に支持させた検診
台によって実現した。
【実施例】
【０００９】
　以下、本発明に係る検診台の複数の実施例について、図面を参照しつつ詳細に説明する
。
【００１０】
　［実施例１］
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　図１は、本発明第１実施例に係る検診台の全体構成を示す斜視説明図、図２は、ポケッ
ト部を下降させた状態を示す要部斜視説明図、図３は、ポケット部を、その上面がリクラ
イニング部の上面と面一になる昇降位置まで上昇させた状態を示す要部斜視説明図、図４
は、ポケット部を昇降駆動させる昇降機構を示す正面視分解説明図、図５は、ポケット部
を上昇させた状態での昇降機構を示す要部正面視説明図、図６は、ポケット部を下降させ
た状態での昇降機構を示す要部正面視説明図、図７は、ポケット部を下降させた状態での
昇降機構を示す要部斜視説明図、図８は、リクライニング部の正面図、図９は、図８に示
したリクライニング部の矢視Ａ－Ａ断面図である。
【００１１】
　図１に示すように、実施例１に係る検診台１１は、検診時に患者が横臥可能な寝台１３
と、寝台１３を下方から支持する支持体１５と、を備えて構成されている。
【００１２】
　寝台１３は、図１に示すように、フラット部１７と、フラット部１７における自由端側
１７ａに起伏自在に軸支されるリクライニング部１９と、を含んで構成されている。なお
、寝台１３の通常の使用状態では、フラット部１７側に患者の下半身が位置する一方、リ
クライニング部１９側に患者の上半身が位置することになる。また、リクライニング部１
９には、図１に示すように、寝台１３上に左側臥位で検診を受けるために横たわっている
患者の右手を誘導するための姿勢保持用グリップ２０が設けられている。
【００１３】
　寝台１３の一部を構成するリクライニング部１９には、図１～図３及び図８に示すよう
に、検診者の身体、特に、例えば腕を支えるためのポケット部２１が、リクライニング部
１９（寝台１３）から分離させて設けられている。このポケット部２１は、リクライニン
グ部１９（寝台１３）において、検診時に横臥している患者の検診箇所、例えば胸部を臨
む位置に設けられている。このポケット部２１は、支持体１５に設けた後述する昇降機構
３０を介して、その姿勢を略水平に維持した状態で、所要の昇降位置に、無段階で位置決
め調整自在に支持されている。これにより、例えば、検診者が検診用器具を比較的長時間
に亘って把持しつつ行う検診に際して、検診者は、ポケット部２１の昇降位置を適切に調
整して、検診用器具を把持している自身の腕を、位置調整済みのポケット部２１に支持さ
せることによって、検診用器具の持ち重りから開放された状態で検診を遂行することがで
きる。
【００１４】
　また、リクライニング部１９には、図１～図３及び図８に示すように、患者の背中を支
えるための背凭れ部２３が、リクライニング部１９（寝台１３）から分離させて設けられ
ている。この背凭れ部２３は、支持体１５に軸支されており、支持体１５に設けた後述す
る支持機構４０を介して、所要の起伏位置に位置決め調整自在に支持されている。
【００１５】
　さて、寝台１３は、図１に示すように、支持体１５の一部を構成する脚部２５によって
支持されている。この脚部２５に内蔵された支持体昇降機構（不図示）を介して、寝台１
３は、所要の昇降位置に、無段階で位置決め調整自在に支持されている。これにより、例
えば、身体が不自由な患者や小児患者などの検診台１１への乗り降りを容易化することが
できる。この脚部２５は、例えばＨ形状の鋼材等よりなる脚部フレーム１９で支持され、
脚部フレーム２７における四隅には、検診台１１を移動自在とするためのキャスター２９
がそれぞれ設けられている。
【００１６】
　ところで、ポケット部２１を、その姿勢を略水平に維持した状態で昇降可能とする昇降
機構３０は、図４に示すように、主として、第１，第２トルクアーム３１，３２と、連結
部材３３と、電動式のアクチュエータ３４と、から構成されている。
【００１７】
　第１，第２トルクアーム３１，３２は、略同一形状であり、本実施例１では、各２本ず
つ、都合４本が用いられている。
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【００１８】
　第１トルクアーム３１は、例えば図４及び図７に示すように、略Ｌ字状に形成した第１
アーム３１ａにおける折り曲げ側の第１端部３１ｒに、直線状に形成したアームとしての
第１リンク３１ｂの一端を、連桿３７を介して所定の角度θで一体的に連結することによ
り構成されている。
【００１９】
　一方、第２トルクアーム３２は、例えば図４及び図７に示すように、略Ｌ字状に形成し
た第２アーム３２ａにおける折り曲げ側の第２端部３２ｒに、直線状に形成したアームと
しての第２リンク３２ｂの一端を、連桿３８を介して所定の角度θで一体的に連結するこ
とにより構成されている。
【００２０】
　また、図４に示すように、この第１トルクアーム３１における第１アーム３１ａの自由
端側３１ｊを、ポケット部２１の下面に取り付けられているポケットフレーム２２の第１
連結部２２ｊに回動可能に連結し、第１リンク３１ｂの自由端側３１ｋを、連結部材３３
における第１連結部３３ｋに回動可能に連結する。
【００２１】
　同様に、図４に示すように、第２トルクアーム３２における第２アーム３２ａの自由端
側３２ｎを、ポケットフレーム２２の第２連結部２２ｎに回動可能に連結し、第２リンク
３２ｂの自由端側３２ｍを、連結部材３３における第２連結部３３ｍに回動可能に連結す
る。
【００２２】
　さらに、図４及び図７に示すように、リクライニング部１９の下面に取り付けられてい
るリクライニングフレーム２４に固着された第１トルクアーム取付ブラケット２６に、前
記連桿３７を回動可能に連結する。
【００２３】
　同様に、図４及び図７に示すように、リクライニングフレーム２４に固着された第２ト
ルクアーム取付ブラケット２８に、前記連桿３８を回動可能に連結する。
【００２４】
　そして、図４に示すように、リクライニングフレーム２４に設けたアクチュエータ取付
ブラケット２４ａに、アクチュエータ３４の基部３５を回動可能に連結すると共に、ロッ
ド３６の先端部３６ａを、連結部材３３における取付ブラケット３３ｐに回動可能に連結
する。なお、例えば電動式のアクチュエータ３４は、ポケット部２１の昇降位置を入力操
作するための昇降コントローラ（不図示）に接続されており、昇降コントローラの入力操
作に応じて、ロッド３６の伸縮位置を無段階に調整自在に構成されている。
【００２５】
　すなわち、第１実施例に係る昇降機構３０は、一端が連結部材３３に、他端が取付ブラ
ケット（支持体）２６，２８に回転自在に連結された第１の平行リンク３１ｂ，３２ｂと
、第１の平行リンク３１ｂ，３２ｂの他端に一端が固着され、他端がポケット部２１側に
回転自在に結合された第２の平行リンク３１ａ，３２ａと、連結部材３３を駆動するアク
チュエータ３４と、を備え、アクチュエータ３４のロッド３６を伸縮駆動することにより
、第１及び第２の平行リンク３１ａ，３２ａ，３１ｂ，３２ｂを介してポケット部２１を
、その姿勢を略水平に維持した状態で昇降させ得るように構成されている。
【００２６】
　ここで、図４に示すように、ポケットフレーム２２における第１連結部２２ｊ及び第２
連結部２２ｎの間隔を２２Ｌとし、連結部材３３における第１連結部３３ｋ及び第２連結
部３３ｍの間隔を３３Ｌとし、第１トルクアーム取付ブラケット２６における前記連桿３
７との連結部３７ｒ及び第２トルクアーム取付ブラケット２８における前記連桿３８との
連結部３８ｒの間隔をＬとすると、「間隔２２Ｌ＝間隔３３Ｌ＝間隔Ｌ」の関係が成立す
るように、各間隔が設定されている。つまり、上記各間隔が均等になるように設定されて
いる。
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【００２７】
　従って、アクチュエータ３４を動作させてロッド３６を伸長駆動させると、図３及び図
５に示すように、各一対の第１，第２トルクアーム３１，３２が、トルクアーム取付ブラ
ケット２６，２８における連結部３７ｒ，３８ｒを回転中心として同期しつつ反時計方向
に回転することにより、ポケット部２１を、その姿勢を略水平に維持した状態で上昇させ
ることになる。
【００２８】
　一方、アクチュエータ３４を動作させてロッド３６を萎縮駆動させると、図２及び図６
に示すように、各一対の第１，第２トルクアーム３１，３２が、トルクアーム取付ブラケ
ット２６，２８における連結部３７ｒ，３８ｒを回転中心として同期しつつ時計方向に回
転することにより、ポケット部２１を、その姿勢を略水平に維持した状態で下降させるこ
とになる。
【００２９】
　なお、背凭れ部２３を所要の起伏位置に位置決め調整自在に支持する支持機構４０は、
図９に示すように、背凭れ部２３の下面に取り付けられている背凭れフレーム４１に固着
された取付ブラケット４３と、所要の伸縮位置で係止自在なロッドを内蔵した無段階フリ
ーロック装置４５と、から構成されており、無段階フリーロック装置４５の基端側４５ａ
は支持体１５に回転自在に連結される一方、自由端側４５ｂは取付ブラケット４３に回転
自在に連結されている。これにより、例えば、検診者が図１の符号１７ｂで示す腰掛け部
付近に腰掛けて、寝台１３に横臥している患者にあたかも覆い被さるような体勢で、検診
用器具を比較的長時間に亘って把持しつつ行う検診に際して、起立状態にある背凭れ部２
３が、検診者と患者の間を隔てる隔壁のように機能することで、検診者と患者が身体的に
密着することを抑止することが可能となる結果として、特に、検診者と患者の性別が異な
る場合であっても、検診者あるいは患者の精神的な負担を大幅に軽減することができる。
【００３０】
　ここで、例えば、超音波診断業務に携わる検診者は、超音波プローブを片手に把持した
状態で、比較的長時間に亘って患者の所要箇所を探触してゆく関係上、検診者には肉体的
に大きな負担がかかっていた。また、例えば心エコー用の超音波プローブでは、その長手
方向における寸法が装置メーカーによって異なる等の事情から、ポケット部２１の昇降に
係る位置調整範囲を可及的に大きくし、かつ、その位置調整段階を微調整可能なように可
及的に小さくしたい、といった現実的な要請も存在していた。さらに、実際の検診の現場
では、検診者が検診業務に熱中していると、検診者と患者が身体的に密着する傾向にあり
、特に、検診者と患者の性別が異なる場合には、かかる身体的な密着が、検診者あるいは
患者の精神的な負担となる、といった現実的な課題も存在していた。
【００３１】
　これに対し、本発明第１実施例に係る検診台１１によれば、検診者は、ポケット部２１
を、その姿勢を略水平に維持した状態で無段階に移動させ、所要の昇降位置で停止させる
ことができるので、検診者の腕や肘などをポケット部２１の上面に支持させた状態で、楽
な姿勢で検診を遂行することができる。
【００３２】
　また、例えば、検診者が図１の符号１７ｂで示す腰掛け部付近に腰掛けて、寝台１３に
横臥している患者にあたかも覆い被さるような体勢で、検診用器具を比較的長時間に亘っ
て把持しつつ行う検診に際して、起立状態にある背凭れ部２３が、検診者と患者の間を隔
てる隔壁のように機能することで、検診者と患者が身体的に密着することを抑止すること
が可能となる結果として、特に、検診者と患者の性別が異なる場合であっても、検診者あ
るいは患者の精神的な負担を大幅に軽減することができる。
【００３３】
　従って、本発明第１実施例に係る検診台１１によれば、検診者若しくは患者の肉体的或
いは精神的な負担を大幅に軽減することが可能となる結果として、検診の効率や精度の向
上を図ることができるようになる。
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【００３４】
　［実施例２］
　次に、実施例２に係る検診台について、図面を参照して説明する。
【００３５】
　図１０は、ポケット部を昇降駆動させる昇降機構を示す正面視分解説明図、図１１は、
ポケット部を上昇させた状態での昇降機構を示す要部正面視説明図、図１２は、ポケット
部を下降させた状態での昇降機構を示す要部正面視説明図である。
【００３６】
　なお、実施例１と実施例２とは、検診台としての基本的な構成は共通であり、その主な
相違点は昇降機構の構成である。そこで、実施例１と実施例２とで共通の部材には共通の
符号を付し、その重複した説明を省略する。
【００３７】
　すなわち、実施例１と実施例２の主な相違点は、実施例１の昇降機構３０では、アクチ
ュエータ３４は、基部３５を中心に回転するとともに、アクチュエータ３４の伸長駆動に
よってポケット部２１を上昇駆動させる一方、同アクチュエータ３４の萎縮駆動によって
ポケット部２１を下降駆動させるように動作するのに対し、実施例２では、図１０～図１
２に示すように、アクチュエータ３４は、リクライニングフレーム２４に沿って配置され
るとともに、実施例１とは逆に、アクチュエータ３４の萎縮駆動によってポケット部２１
を上昇駆動（図１０及び図１１参照）させる一方、同アクチュエータの伸長駆動によって
ポケット部２１を下降駆動（図１０及び図１２参照）させるように動作する。
【００３８】
　具体的には、実施例２に係る検診台の昇降機構５１は、図10に示すように、第１，第２
トルクアーム３１，３２における各取付ブラケット２６，２８への連結部近傍にそれぞれ
設けられる第１，第２リンク部材５３，５５と、第１，第２トルクアーム３１，３２であ
る第１，第２アームうち少なくともいずれか一方、例えば第１トルクアーム３１における
第１アームの反ポケット部側に設けられるアームとしての延長アーム５７と、一対の第１
，第２リンク部材５３，５５間を、回転自在に連結するための第１，第２リンクバー５９
，６１と、を備えて構成されている。
【００３９】
　さらに詳しく説明すると、第１，第２トルクアーム３１，３２は、そのポケット部側を
ポケットフレーム２２に、反ポケット部側をリクライニングフレーム２４（支持体）に設
けた各取付ブラケット２６，２８に、それぞれ同一間隔を置いて回転自在に連結されてい
る。
【００４０】
　リクライニングフレーム２４の取付ブラケット２４ａ（支持体）と、第１延長アーム５
７の自由端５７ｐと、の間には、伸縮自在のロッド３６を有するアクチュエータ３４が連
結されている。具体的には、ロッド３６における取付部３６ａに、第１延長アーム５７の
自由端５７ｐが、回転自在に連結されている。
【００４１】
　第１リンク部材５３における両端には、通孔５３ａ，５３ｂが開設されており、同様に
、第２リンク部材５５における両端にも、通孔５５ａ，５５ｂが開設されている。
【００４２】
　一方、第１リンクバー５９における両端には、ピン５９ｘ，５９ｙが立設されており、
同様に、第２リンクバー６１における両端にも、ピン６１ｘ，６１ｙが立設されている。
【００４３】
　一対の第１，第２リンク部材５３，５５間は、第１リンク部材５３における通孔５３ａ
に、第１リンクバー５９におけるピン５９ｘを回転自在に係合させ、第２リンク部材５５
における通孔５５ａに、第１リンクバー５９におけるピン５９ｙを回転自在に係合させる
一方、第１リンク部材５３における通孔５３ｂに、第２リンクバー６１におけるピン６１
ｘを回転自在に係合させ、第２リンク部材５５における通孔５５ｂに、第２リンクバー６
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１におけるピン６１ｙを回転自在に係合させることによって、平行四辺形リンク６０が構
成されている。
【００４４】
　すなわち、第２実施例に係る昇降機構５１は、一端が連結部材５７，５９，６１に、他
端が取付ブラケット（支持体）２６，２８に回転自在に連結された第１の平行リンク５３
，５５と、第１の平行リンク５３，５５の他端に一端が固着され、他端がポケット部２１
側に回転自在に結合された第２の平行リンク３１，３２と、連結部材５７，５９，６１を
駆動するアクチュエータ３４と、を備え、アクチュエータ３４のロッド３６を伸縮駆動す
ることにより、第１及び第２の平行リンク３１，３２，５３，５５を介してポケット部２
１を、その姿勢を略水平に維持した状態で昇降させ得るように構成されている。
【００４５】
　従って、アクチュエータ３４を動作させてロッド３６を萎縮駆動させると、図１１に示
すように、第１，第２トルクアーム３１，３２が、トルクアーム取付ブラケット２６，２
８における連結部３７ｒ，３８ｒを回転中心として同期しつつ反時計方向に回転すること
により、ポケット部２１を、その姿勢を略水平に維持した状態で上昇させることになる。
【００４６】
　一方、アクチュエータ３４を動作させてロッド３６を伸長駆動させると、図１２に示す
ように、第１，第２トルクアーム３１，３２が、トルクアーム取付ブラケット２６，２８
における連結部３７ｒ，３８ｒを回転中心として同期しつつ時計方向に回転することによ
り、ポケット部２１を、その姿勢を略水平に維持した状態で下降させることになる。
【００４７】
　このように、本発明第２実施例に係る検診台によれば、本発明第１実施例と同様に、検
診者は、ポケット部２１を、その姿勢を略水平に維持した状態で無段階に移動させ、所要
の昇降位置で停止させることができるので、検診者の腕や肘などをポケット部２１の上面
に支持させた状態で、楽な姿勢で検診を遂行することができる。
【００４８】
　［実施例３］
　次に、実施例３に係る検診台について、図面を参照して説明する。
【００４９】
　図１３は、ポケット部を昇降駆動させる昇降機構を示す正面視分解説明図、図１４は、
ポケット部を上昇させた状態での昇降機構を示す要部正面視説明図、図１５は、ポケット
部を下降させた状態での昇降機構を示す要部正面視説明図である。
【００５０】
　なお、実施例１，２と実施例３とは、検診台としての基本的な構成は共通であり、その
主な相違点は昇降機構の構成である。そこで、実施例１，２と実施例３とで共通の部材に
は共通の符号を付し、その重複した説明を省略する。
【００５１】
　すなわち、実施例１，２と実施例３の主な相違点は、実施例１，２の昇降機構３０，５
１では、一対の連結部３７ｒ，３８ｒは、水平方向に所定間隔離隔して配置されており、
かかる一対の連結部３７ｒ，３８ｒをそれぞれ回転中心として、一対の各第１，第２トル
クアーム３１，３２が回転駆動されるように動作するのに対し、実施例３では、図１３～
図１５に示すように、一対の連結部３７ｒ，３８ｒは、垂直方向に所定間隔離隔して配置
されており、かかる一対の連結部３７ｒ，３８ｒをそれぞれ回転中心として、一対の各第
１，第２トルクアーム３１，３２が回転駆動されるように動作する。
【００５２】
　具体的には、実施例３に係る検診台の昇降機構７１は、図１０に示すように、略Ｌ字形
状の一対の第１，第２トルクアーム３１，３２（一対の平行リンク）と、第１，第２トル
クアーム３１，３２のうち少なくともいずれか一方、例えば第１トルクアーム３１におけ
る反ポケット部側に設けられる延長アーム７３と、を備えて構成されている。
【００５３】
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　さらに詳しく説明すると、第１，第２トルクアーム３１，３２は、そのポケット部側３
１ｊ，３２ｎが、ポケットフレーム２２における各取付孔２２ｊ，２２ｎに回転自在に連
結される一方、反ポケット部側３１ｒ，３２ｒが、リクライニングフレーム２４（支持体
）に設けた取付ブラケット２６に、それぞれ垂直方向に同一間隔を置いて回転自在に連結
されている。
【００５４】
　リクライニングフレーム２４の取付ブラケット２４ａ（支持体）と、延長ーム７３の自
由端７３ａと、の間には、伸縮自在のロッド３６を有するアクチュエータ３４が連結され
ている。具体的には、ロッド３６における取付部３６ａに、延長アーム７３の自由端７３
ａが、回転自在に連結されている。
【００５５】
　すなわち、第３実施例に係る昇降機構７１は、一端が前記ポケット部（ポケットフレー
ム２２）に、他端が支持体（取付ブラケット２６）にそれぞれ回転自在に連結された一対
の平行リンク（第１，第２トルクアーム３１，３２）と、一対の平行リンク（第１，第２
トルクアーム３１，３２）のうち少なくともいずれか一方、例えば第１トルクアーム３１
の第１アームにおける非ポケット部側に一端が固着されたアームとしての第２延長アーム
７３と、第２延長アーム７３における自由端側７３ａを駆動するアクチュエータ３４と、
を備え、アクチュエータ３４のロッド３６を伸縮駆動することにより、一対の平行リンク
（第１，第２トルクアーム３１，３２である第１，第２アーム）を介してポケット部２１
を、その姿勢を略水平に維持した状態で昇降させ得るように構成されている。
　
【００５６】
　従って、アクチュエータ３４を動作させてロッド３６を伸長駆動させると、図１４に示
すように、第１，第２トルクアーム３１，３２が、トルクアーム取付ブラケット２６にお
ける垂直方向に配置された連結部３７ｒ，３８ｒを回転中心として同期しつつ反時計方向
に回転することにより、ポケット部２１を、その姿勢を略水平に維持した状態で上昇させ
ることになる。
【００５７】
　一方、アクチュエータ３４を動作させてロッド３６を萎縮駆動させると、図１５に示す
ように、第１，第２トルクアーム３１，３２が、トルクアーム取付ブラケット２６におけ
る垂直方向に配置された連結部３７ｒ，３８ｒを回転中心として同期しつつ時計方向に回
転することにより、ポケット部２１を、その姿勢を略水平に維持した状態で下降させるこ
とになる。
【００５８】
　このように、本発明第３実施例に係る検診台によれば、本発明第１及び第２実施例と同
様に、検診者は、ポケット部２１を、その姿勢を略水平に維持した状態で無段階に移動さ
せ、所要の昇降位置で停止させることができるので、検診者の腕や肘などをポケット部２
１の上面に支持させた状態で、楽な姿勢で検診を遂行することができる。
【００５９】
　［その他］
　本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読
み取れる発明の要旨、あるいは技術思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのよう
な変更を伴う検診台もまた、本発明における技術的範囲の射程に包含されるものである。
【００６０】
　すなわち、本発明実施例１～３の説明において、リクライニング部１９（寝台１３）に
ポケット部２１を設けるに際し、リクライニング部１９の側縁部を所要形状に切り欠いて
図２に示す落ち込み部（リクライニング部１９の上面を基準として凹んだ部分）を形成す
る例をあげて説明したが、この例に代えて、リクライニング部１９の側縁部を所要形状に
切り欠いてせり上がり部（リクライニング部１９の上面を基準として突き出た部分）を形
成してもよいし、あるいは、リクライニング部１９の中央部（側縁部を除く部分）を所要
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形状に切り欠くことで穴部を形成し、この穴部においてポケット部を設けることにより、
前述と同様の落ち込み部或いはせり上がり部を形成してもよい。
【００６１】
　また、本実施例１～３の説明において、リクライニング部１９（寝台１３）にポケット
部２１を設ける例をあげて説明したが、本発明はこの例に限定されず、検診内容に適合さ
せて、必要に応じてフラット部１７側にポケット部を設けてもよい。この場合において、
フラット部１７の側縁部を所要形状に切り欠いて落ち込み部（フラット部１７の上面を基
準として落ち込んだ部分）を形成するか、フラット部１７の側縁部を所要形状に切り欠い
てせり上がり部（フラット部１７の上面を基準としてせり上がった部分）を形成してもよ
いし、あるいは、フラット部１７の中央部（側縁部を除く部分）を所要形状に切り欠くこ
とで穴部を形成し、この穴部においてポケット部を設けることにより、前述と同様の落ち
込み部或いはせり上がり部を形成してもよいことはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明第１実施例に係る検診台の全体構成を示す斜視説明図である。
【図２】第１実施例に係るポケット部を下降させた状態を示す要部斜視説明図である。
【図３】第１実施例に係るポケット部を、その上面がリクライニング部の上面と面一にな
る昇降位置まで上昇させた状態を示す要部斜視説明図である。
【図４】第１実施例に係るポケット部を昇降駆動させる昇降機構を示す正面視分解説明図
である。
【図５】第１実施例に係るポケット部を上昇させた状態での昇降機構を示す要部正面視説
明図である。
【図６】第１実施例に係るポケット部を下降させた状態での昇降機構を示す要部正面視説
明図である。
【図７】第１実施例に係るポケット部を下降させた状態での昇降機構を示す要部斜視説明
図である。
【図８】第１実施例に係るリクライニング部の正面図である。
【図９】第１実施例に係るリクライニング部（図８参照）の矢視Ａ－Ａ断面図である。
【図１０】第２実施例に係るポケット部を昇降駆動させる昇降機構を示す正面視分解説明
図である。
【図１１】第２実施例に係るポケット部を上昇させた状態での昇降機構を示す要部正面視
説明図である。
【図１２】第２実施例に係るポケット部を下降させた状態での昇降機構を示す要部正面視
説明図である。
【図１３】第３実施例に係るポケット部を昇降駆動させる昇降機構を示す正面視分解説明
図である。
【図１４】第３実施例に係るポケット部を上昇させた状態での昇降機構を示す要部正面視
説明図である。
【図１５】第３実施例に係るポケット部を下降させた状態での昇降機構を示す要部正面視
説明図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１１　検診台
　１３　寝台
　１５　支持体
　１７　フラット部
　１９　リクライニング部
　２１　ポケット部
　２３　背凭れ部
　２６，２８　取付ブラケット（支持体）
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　３０　第１実施例に係る昇降機構
　３１　第１トルクアーム（第３実施例における平行リンクに相当する。）
　３１ａ　第１アーム（第２の平行リンク）
　３１ｂ　第１リンク（第１の平行リンク）
　３２　第２トルクアーム（第３実施例における平行リンクに相当する。）
　３２ａ　第２アーム（第２の平行リンク）
　３２ｂ　第２リンク（第１の平行リンク）
　３３　連結部材
　３４　アクチュエータ
　３７ｒ，３８ｒ　連結部
　４０　支持機構
　４５　無段階フリーロック装置
　５１　第２実施例に係る昇降機構
　５３　第１リンク部材（第１の平行リンク）
　５５　第２リンク部材（第１の平行リンク）
　５７　第１延長アーム（連結部材）
　５９　第１リンクバー（連結部材）
　６１　第２リンクバー（連結部材）
　７１　第３実施例に係る昇降機構
　７３　第２延長アーム（延長アーム）

【図１】
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